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告 示

兵庫県告示第650号

土地改良法（昭和24年法律第195号）第10条第１項の規定により、次の土地改良区の設立を認可した。

この認可について不服がある場合には、この認可があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、

神戸地方裁判所に対し、兵庫県を被告として、この認可の取消しの訴えを提起することができる。

平成26年７月22日

兵庫県知事 井 戸 敏 三

土地改良区の名称 事 業 名 地 区 名 認可年月日

高田西部土地改良区
県営土地改良事業により造成され

る施設の維持管理事業
高田西部地区 平成26年７月２日

兵庫県告示第651号

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、次の土地改良区から役員の退任及び就任の

届出があった。

平成26年７月22日

兵庫県知事 井 戸 敏 三

下内膳土地改良区
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退任役員

役員の区分 氏 名 住 所

理 事 中 木 恵 一 洲本市下内膳1588番地

同 安 倍 勝 同 市下内膳495番地

同 白 水 祥 文 同 市下内膳538番地

同 出 店 利 彦 同 市下内膳439番地

同 出 店 裕 司 同 市下内膳１番地

同 安 川 一 雄 同 市下内膳1211番地

同 安 岡 忠 男 同 市下内膳170番地

同 井 手 久 弘 同 市下内膳415番地１

同 瀧 口 初 美 同 市下内膳960番地

同 由良木 恒 弘 同 市下内膳1196番地

監 事 安 川 眞 二 同 市下内膳776番地

同 片 岡 與 憲 同 市下内膳853番地

就任役員

役員の区分 氏 名 住 所

理 事 中 木 恵 一 洲本市下内膳1588番地

同 安 倍 勝 同 市下内膳495番地

同 白 水 祥 文 同 市下内膳538番地

同 出 店 利 彦 同 市下内膳439番地

同 出 店 裕 司 同 市下内膳１番地

同 安 川 一 雄 同 市下内膳1211番地

同 安 岡 忠 男 同 市下内膳170番地

同 井 手 久 弘 同 市下内膳415番地１

同 瀧 口 初 美 同 市下内膳960番地

同 由良木 恒 弘 同 市下内膳1196番地

監 事 安 川 眞 二 同 市下内膳776番地

同 片 岡 與 憲 同 市下内膳853番地

兵庫県告示第652号

土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、次の土地改良区の定款の変更を認可した。

平成26年７月22日

兵庫県知事 井 戸 敏 三

土地改良区の名称 認可年月日

社町野村土地改良区 平成26年６月25日

神戸市常本土地改良区 平成26年７月１日

兵庫県告示第653号

土地改良法（昭和24年法律第195号）第72条第２項の規定により、次の土地改良区の合併を認可した。

平成26年７月22日

兵庫県知事 井 戸 敏 三

１ 合併を認可した土地改良区

神戸市堅田土地改良区、神戸市大畑・常本土地改良区、神戸市繁田土地改良区、神戸市下村土地改良区及

び神戸市平野土地改良区

２ 合併により設立された土地改良区

神戸市平野町土地改良区
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３ 合併により解散した土地改良区

神戸市堅田土地改良区、神戸市大畑・常本土地改良区、神戸市繁田土地改良区、神戸市下村土地改良区及

び神戸市平野土地改良区

４ 認可年月日

平成26年７月１日

兵庫県告示第654号

土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条第１項の規定により、次の県営土地改良事業を行うため、土地改

良事業計画を平成26年７月１日に定めたので、土地改良事業計画書の写しを縦覧に供する。

この計画について不服がある場合には、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に、兵庫県知事に対

して異議申立てをすることができる。

さらに、当該異議申立てに係る決定書を受け取った日の翌日から起算して６か月以内に、神戸地方裁判所に

対し、兵庫県を被告として、当該決定の取消しの訴えを提起することができる。

なお、この処分については、同条第10項の定めにより、この処分についての異議申立てに係る決定に対して

のみ取消しの訴えを提起することができる。

平成26年７月22日

兵庫県知事 井 戸 敏 三

事 業 名 地 区 名 縦覧の期間 縦覧の場所

農地整備事業（経営体育成型） 高田西部地区
平成26年７月22日から

同 年８月11日まで
上郡町役場

兵庫県告示第655号

国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定により、次のとおり国土調査の成果を認証した。

平成26年７月22日

兵庫県知事 井 戸 敏 三

１ 調査を行った者の名称

南あわじ市

２ 調査を行った期間

平成20年７月から平成22年３月まで

３ 成果の名称

南あわじ市志知奥（志知奥の一部）の地籍図及び地籍簿

４ 調査を行った地域

南あわじ市志知奥（志知奥の一部）

５ 認証年月日

平成26年５月30日

兵庫県告示第656号

土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第１項の規定により、形質変更時要届出区域を次のとおり指

定する。

平成26年７月22日

兵庫県知事 井 戸 敏 三

１ 指定する区域

神崎郡福崎町福田字西黒田118番２、118番３の一部

２ 特定有害物質の名称

ふっ素及びその化合物
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兵庫県告示第657号

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、明石市住吉３丁目

土地区画整理組合設立準備会会長から次のとおり公共測量を実施する旨の通知があった。

平成26年７月22日

兵庫県知事 井 戸 敏 三

１ 作業種類

公共測量（基準点測量）

２ 作業期間

平成26年６月25日から同年９月30日まで

３ 作業地域

明石市魚住町住吉３丁目地域

兵庫県告示第658号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の規定により、道路の区域を次のように変更し、平成26年７月22日か

ら供用を開始する。

その関係図面は、平成26年７月22日から２週間、北播磨県民局加東土木事務所において一般の縦覧に供する。

平成26年７月22日

兵庫県知事 井 戸 敏 三

道 路 の 区 域
道 路 の 種 類

路 線 名
区 間 旧新

敷地の幅員
（メートル）

延 長
（メートル）

備考

旧
3.0から

12.0まで
660.0

県道

新 田 大 沢 線

三木市吉川町新田字東谷1510番から

同 市吉川町新田字滝ヶ谷1014番９まで

新
7.0から

17.0まで
660.0

兵庫県告示第659号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条の規定により、道路の区域を次のように変更し、平成26年７月22日か

ら供用を開始する。

その関係図面は、平成26年７月22日から２週間、淡路県民局洲本土木事務所において一般の縦覧に供する。

平成26年７月22日

兵庫県知事 井 戸 敏 三

道 路 の 区 域
道 路 の 種 類

路 線 名
区 間 旧新

敷地の幅員
（メートル）

延 長
（メートル）

備考

旧
19.0から

19.0まで
10.0

県道

洲 本 灘 賀 集 線

南あわじ市賀集鍛治屋字神子曽717番１か

ら

同 市賀集鍛治屋字神子曽568番４ま

で 新
19.0から

20.0まで
10.0

兵庫県告示第660号
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河川区域の変更により廃川敷地等が生じたので、河川法施行令（昭和40年政令第14号）第49条の規定により、

次のとおり公示する。

その関係図書は、兵庫県県土整備部土木局河川整備課及び北播磨県民局加東土木事務所に備え置いて２週間

縦覧に供する。

平成26年７月22日

兵庫県知事 井 戸 敏 三

１ 河川の名称

一級河川加古川水系普光寺川

２ 廃川敷地等が生じた年月日

平成26年７月22日

３ 廃川敷地等の位置

加西市和泉町字宝ノ前958番３、962番７、962番８

４ 廃川敷地等の種類及び数量

種類 土地

数量 42.84平方メートル

兵庫県告示第661号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号）第３条第１項の規定により、急傾斜

地崩壊危険区域を次のとおり指定する。

なお、その関係図面は、神戸県民センター神戸土木事務所及び神戸市役所に備え置いて縦覧に供する。

平成26年７月22日

兵庫県知事 井 戸 敏 三

指定区域

区 域 名 市 郡 名 区 町 名 町大字名 小 字 名 地 番

住吉山手(2) 神 戸 市 東 灘 区 住吉山手

八丁目

1872番63の一部

兵庫県告示第662号

都市計画法（昭和43年法律第100号）第20条第１項の規定により、次の都市計画の決定に係る図書の写しの送

付を受けたので、同条第２項の規定により、当該図書の写しを兵庫県県土整備部まちづくり局都市計画課にお

いて縦覧に供する。

平成26年７月22日

兵庫県知事 井 戸 敏 三

市町の名称 都市計画の種類 都市計画の名称

神 戸 市

尼 崎 市

神戸国際港都建設計画地区計画

阪神間都市計画地区計画

神陵台５丁目地区地区計画

ＪＲ塚口駅東地区地区計画

兵庫県告示第663号

都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第20条第１項の規定により、次の都

市計画の変更に係る図書の写しの送付を受けたので、同法第21条第２項において準用する同法第20条第２項の

規定により、当該図書の写しを兵庫県県土整備部まちづくり局都市計画課において縦覧に供する。

平成26年７月22日

兵庫県知事 井 戸 敏 三
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市町の名称 都市計画の種類 都市計画の名称

神 戸 市

同 市

同 市

同 市

同 市

同 市

同 市

尼 崎 市

姫 路 市

神戸国際港都建設計画用途地域

神戸国際港都建設計画高度地区

神戸国際港都建設計画道路

神戸国際港都建設計画新住宅市街地開発事業

神戸国際港都建設計画地区計画

同 上

同 上

阪神間都市計画防火地域及び準防火地域

中播都市計画下水道

3.2.3号高松線ほか２路線

西神第２地区新住宅市街地開発事業

藤原台地区地区計画

学園南インターチェンジ南地区地区計画

学園南インターチェンジ北地区地区計画

姫路市公共下水道

兵庫県告示第664号

建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５号の規定により、次のとおり道路の位置を指定した。

その関係図書は、丹波県民局丹波土木事務所まちづくり建築課において縦覧に供する。

平成26年７月22日

兵庫県知事 井 戸 敏 三

指 定 番 号
指定年月日

(平成年月日)
位 置

幅 員

（メートル）

延 長

（メートル）

第Ｈ26丹波位置

0002号
26.7.1

篠山市東吹字飛地ノ坪1799番の一部、1800番

１の一部
6.00 26.35

兵庫県告示第665号

建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５号の規定により、次のとおり道路の位置を指定した。

その関係図書は、淡路県民局洲本土木事務所まちづくり建築課において縦覧に供する。

平成26年７月22日

兵庫県知事 井 戸 敏 三

指 定 番 号
指定年月日

(平成年月日)
位 置

幅 員

（メートル）

延 長

（メートル）

第H26淡路位置

0001号
26.7.8 淡路市佐野字音田607番12の一部 4.00 3.46

公 告

都市計画法第36条第３項に基づく工事完了公告

都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定による許可に係る次の開発行為に関する工事は、完

了した。

平成26年７月22日

兵庫県知事 井 戸 敏 三

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

揖保郡太子町矢田部字糯田165番１

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名又は名称
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姫路市青山北二丁目33番12号

株式会社中筋鉄建 代表取締役 中 筋 富美男

３ 許可年月日及び許可番号

平成26年５月22日

兵庫県指令中播（姫土）（建）第１－38－２号（25太子）

都市計画法第36条第３項に基づく工事完了公告

都市計画法（昭和43年法律第100号）第34条の２第１項の規定により協議が成立した次の開発行為に関する工

事は、完了した。

平成26年７月22日

兵庫県知事 井 戸 敏 三

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

たつの市新宮町光都二丁目272番119、290番４の一部、584番25の一部、584番42、1215番35の一部、1215

番41の一部

２ 開発行為に係る協議が成立した者の住所及び氏名又は名称

神戸市中央区下山手通５丁目10番１号

兵庫県公営企業管理者 荒 木 一 聡

３ 協議成立年月日

平成26年６月６日

都市計画法第36条第３項に基づく工事完了公告

都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定による許可に係る次の開発行為に関する工事は、完

了した。

平成26年７月22日

兵庫県知事 井 戸 敏 三

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

丹波市氷上町常楽字入ノ下1114番１、1115番１、1116番１、1117番１、1118番１、1119番１

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名又は名称

丹波市氷上町常楽992番地

金 子 隆 司

丹波市氷上町常楽702番地

金 子 光 子

丹波市氷上町常楽809番地２

三 村 憲太郎

３ 許可年月日及び許可番号

平成25年９月26日

兵庫県指令丹波(丹土)(建)第１－２号（25丹波）

市町村職員共済組合公告

平成25年度決算の要旨

地方公務員等共済組合法（昭和37年法律第152号）第22条第３項の規定により、平成25年度決算の要旨を公告

する。

平成26年７月22日

兵庫県市町村職員共済組合

理事長 山 中 健

損益計算書の要旨 （単位：千円）
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経 理 区 分 短期 長期 預託金管理 業務 保健 ゆめ春来
ひょうご

共済会館
貯金 貸付

負担金 11,634,228 33,747,372 378,771 412,612

掛金 11,790,721 18,803,620 400,111

施設収入及び商品売上 197,793 107,654

利息及び配当金 352,323 1,236 4,000 407 312 1,641,626

その他収入 1,132,396 132,163 755 340 1,996 23,183 273,772

他経理からの繰入金 14,178 75,717 16,143

前年度支払準備金 1,786,730

収
入

計 26,344,075 52,550,992 352,323 526,348 817,478 274,257 126,105 1,664,809 273,772

給付金 11,435,545

役職員給与 181,774 18,940 29,139 14,196

旅費及び事務費 24,268 7,718 1,593 682 2,623 2,025

商品仕入 7,795 507

飲食材料費 41,678 9,243

委託費 25,427 634 86,523 72,488

支払利息 352,323 1,276,667 192,279

連合会払込金 302,503 14,999

前期高齢者納付金 5,348,784

後期高齢者支援金 4,315,091

病床転換支援金

老人保健拠出金 141

退職者給付拠出金 1,047,163

他経理への繰入金 14,178 91,860

その他支出 2,529,929 52,550,992 242,491 797,166 165,736 56,202 11,110 7,755

次年度支払準備金 1,761,892

支
出

計 26,755,226 52,550,992 352,323 473,960 916,318 303,325 139,122 1,319,539 231,254

差引当期利益金又は当期損失金(△) △411,151 0 0 52,388 △98,840 △29,068 △13,017 345,270 42,518

貸借対照表の要旨 （単位：千円）

経 理 区 分 短期 長期 預託金管理 業務 保健 ゆめ春来
ひょうご

共済会館
貯金 貸付

流動資産 3,291,943 2,967,467 298,665 1,661,592 3,741,248 759,542 446,492 5,155,715 852,948

固定資産 17,361,097 10,689 115,643 1,411,137 1,218,986 112,194,230 9,634,145資
産

繰延資産

資産合計 3,291,943 2,967,467 17,659,762 1,672,281 3,856,891 2,170,679 1,665,478 117,349,945 10,487,093

流動負債 115,704 2,967,467 18,022 58,165 26,223 8,577 105,035,684 139

固定負債 1,761,892 17,659,762 254,140 47,319 80,039 7,738,772負
債

負債合計 1,877,596 2,967,467 17,659,762 272,162 105,484 26,223 8,577 105,115,723 7,738,911

資本剰余金 122,268 2,134,506 1,449,366

積立金

利益剰余金 1,414,347 1,400,119 3,629,139 9,950 207,535 12,234,222 2,748,182

資
本

資本合計 1,414,347 0 0 1,400,119 3,751,407 2,144,456 1,656,901 12,234,222 2,748,182

負債・資本合計 3,291,943 2,967,467 17,659,762 1,672,281 3,856,891 2,170,679 1,665,478 117,349,945 10,487,093

26企 P1-001 A4


